
 

町家等と認める住宅に関する手続きの流れは、下図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 
・配置図 
・各階の平面図（寸法、間取、各室の用途、柱・開口部の位置、壁・床の種類等を記載） 
・各面の立面図（開口部の寸法、建具・意匠の材質、外壁仕上げの種類等を記載） 
・カラー写真（建築物の外観の詳細・内部・構造が確認できるもの） 

添付書類 
・町家等チェックシート（様式第２号） 
・付近見取図 
・カラー写真（建築物の外観・周囲の状況が確認できるもの） 

「保健所衛生課」へ 事前相談 

「保健所衛生課」へ 町家等に関する申出書の提出（様式第１号） 

「まちづくり指導課」へ 町家等の審査依頼（様式第３号） 

「民泊制度運用システム」にて届出を行う 

「
保
健
所
衛
生
課
」
に
町
家
等
に
非
該
当
の
旨
を
回
答
（
様
式
第
４
号
） 

「保健所衛生課」へ 同意書（様式第５号）・誓約書（様式第６号）の提出  

１次審査 
 
 
 

町家等に該当 町家等に非該当 

手続きの流れ 

町家等への該当を聞き取り（位置、建築年代、構造、階数） 
生活環境への影響を聞き取り 
（宿泊者定員 10 名以下かつ、家主居住型又は管理者が 30 分以内に駆けつけ可能） 

 
 

必要に応じ 

２次審査 
 

現地調査 検討会議 

を開催 

※「現地調査」や「検討会議への出席」を求めることがあります。 

町家等に非該当 町家等に該当 

（検討会議） 
建築分野の専門的知識を
有する者等で構成 

問い合わせ先 

（保健所衛生課） 
〒670-8530 姫路市坂田町３番地 
TEL 079-289-1633 
FAX 079-289-0210 

（まちづくり指導課 都市景観指導室） 
〒670-8501 姫路市安田四丁目１番地 
TEL 079-221-2541 
FAX 079-221-2757 

「保健所衛生課」へ 町家等に該当の旨を回答（様式第４号） 

【まちづくり指導課】 
 

「申出者」へ審査結果を通知（様式第７号） 
 
 
 

町家等と認める 町家等と認めない 

凡例 

 

申出者が行うもの 

行政が行うもの 

住宅宿泊事業の実施を制限 


